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知名町水道事業水質検査計画 



知名町水道事業 

令和７年度水質検査計画 

  

水質検査は、水質基準に適合し安全であることを保証するために必要なものであり、水道

水の水質管理において中核をなすものです。 

 水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保する為に、水質検査項目等を定めたものです。 

 

内容 

１．基本方針 

２．知名町水道事業の概要 

３．水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況 

４．採水地点、検査項目、検査頻度及びその理由 

５．臨時の水質検査 

６．水質検査方法 

７．水質検査の精度と信頼性保証 

８．関係機関との連携 
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１．基本方針 

（１） 浄水の水質検査結果を基に、水質の安全性を判定し評価を行います。また、原水に関

しても同様な評価を行い、浄水管理の指標とします。 

（２） 水質検査計画は、過去の検査結果を考慮して、毎年度見直しを行います。 

（３） 検査計画以外の項目についても、必要があれば臨時の水質検査として取り入れていき

ます。 

 

２．知名町水道事業の概要 

 知名町の水道事業は、昭和 33 年に創設され、知名、小米、瀬利覚の中部地区の簡易水道と

して始まりました。その後給水区域を広げながら現在の上水道に至っています。 

 知名町水道事業は令和７年２月末現在、給水世帯数 2,972 世帯、給水人口 5,371 人、給水

普及率は 99.8％です。 

 給水量については、年間総配水量 74,798  、一日最大給水量 2,441  、一日平均給水量

2,044  （令和５年度実績）です。 

 水源は町内に９カ所を設け、地下水を取水しています。 

 浄水場は町内に５カ所を設け、取水した地下水等を浄水処理し、配水池に貯水後、配水管

を経由し自然流下で各家庭へ給水します。 

 各施設の給水状況については、次のとおりです。 

施設名 瀬利覚 

浄水場 

久志検  

水  源 

上平川 

浄水場 
赤嶺水源 

田 皆 

浄水場 

住 吉 

浄水場 

上 城 

浄水場 

所在地 瀬利覚字 久志検字 上平川字 赤嶺字 田皆字 住吉字 上城字 

浄水処理 

方法 

塩素消毒 除マンガン

処理 

塩素消毒 

急速ろ過 

塩素消毒 

除マンガン 

処理 

塩素消毒 

急速ろ過 

塩素消毒 

急速ろ過 

塩素消毒 

塩素消毒 

水源 瀬利覚水源 

久志検水源 

※１ 

 

久志検 

水源 

※１ 

 

上平川水源 

赤嶺水源※２ 

 

赤嶺水源 

※２ 

田皆第２水源 

田皆畑水源 

※３ 

住吉第２水源 上城水源 

上城第２水源 

主要配水

池 

瀬利覚高区配水池 

瀬利覚低区配水池 

上平川配水池 

上平川第２配水池 

田皆配水池 住吉配水池 上城配水池 

給水区域 

※４ 

瀬利覚、小米、知名 

 

 

 

久志検、赤嶺、竿津、余多、 

上平川、下平川、屋者、 

芦清良、黒貫 

田皆 屋子母、 

徳時、住吉、 

大津勘、 

正名 

上城、 

新城、 

下城 

※１ 久志検水源から取水した水については久志検水源浄水場で除マンガン処理・塩素消毒

を行った後、瀬利覚浄水場に送水します。 

※２ 赤嶺水源から取水した水については赤嶺水源浄水場で除マンガン処理・塩素消毒を行

った後、上平川浄水場に送水します。 
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※３ 田皆畑水源は予備水源です。 

※４ 配水管は町内全地域を連結しているため、各配水池の水位の状況等により、給水区域

は多少変動します。 

 

３．水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況 

（１）水源の状況 

 水源は町内に９カ所あり、全カ所深井戸で深度約 40～80ｍの地下水を取水しています。（瀬

利覚水源、久志検水源、上平川水源、赤嶺水源、田皆第２水源、田皆畑水源、住吉第２水源、

上城水源、上城第２水源） 

（２）原水の水質状況 

 石灰分を多く含む地質を浸透した地下水を取水しているため、カルシウム・マグネシウム

等（硬度）が高い状況にあります。 

 赤嶺水源並びに久志検水源において、マンガン及びその他化合物が基準値を上回ることが

あるため、除マンガン処理を行います。 

 その他の成分については、おおむね良好な状態です。 

（３） 浄水の水質状況 

 カルシウム・マグネシウム等（硬度）が高い状況にあります。 

その他の成分については良好です。 

 

４．採水地点、検査項目、検査頻度及びその理由 

（１）原水 

ア．採水地点 

 各水源の取水口または浄水場内の原水流入口で採水します。 

イ．検査項目、検査頻度  ※別紙２．令和７年度水質検査計画表（原水）参照 

 ○年１回検査・・・・年１回、水質基準項目の 39項目について検査を行います。 

 ○指標菌検査・・・・クリプトスポリジウム対策としては、水源が全て地下水であり、

これまでに一度も指標菌が検出されたことが無く、クリプトスポ

リジウム等による汚染の可能性が低いこと（レベル 2）から指標

菌検査を３ヶ月毎に１回各水源で実施する。 

（２）浄水 

 ア．採水地点 

  浄水場系統ごとに町内５つの地点（知名、下平川、田皆、住吉、上城字）の端末の給水

栓（蛇口）及び瀬利覚高区配水池から採水します。 

 イ．検査項目、検査頻度  ※別紙３．令和７年度水質検査計画表（浄水）参照 

  ○毎日検査・・・・・水道水に異常がないことを確認するため、法令（水道法）で定め

られた３項目（色、濁り、残留塩素）について検査を行います。 

  ○毎月検査・・・・・水質変化の指標となる９項目について検査を行います。 

  ○年４回検査・・・・３ヶ月に１回、水質基準項目の 26項目について検査を行い、年１

回は全項目検査（51項目）を行います。 
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  ○農薬検査・・・・・年１回、年間を通して使用量が多い農薬及び有機肥料の主成分 16

項目について検査を行います。 

※別紙５．農薬検査について参照 

 

５．臨時の水質検査 

 次のような場合、必要に応じて水源、浄水場、給水栓などから採水し、臨時の水質検査 

を行います。 

（１）水源の水質が著しく悪化したとき。 

（２）水源に異常があったとき。 

（３）浄水過程に異常があったとき。 

（４）配水管の大規模な工事その他、水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。 

（５）水源付近、給水区域及びその周辺で消化器系感染症が流行したとき。 

（６）その他、必要があると認められるとき。 

 臨時の水質検査は、水質異常が発生したとき直ちに実施し、水質異常が終息し、給水栓の

水道水の安全性が確認されるまで継続して行います。 

 

６．水質検査方法 

 毎日検査の３項目（色、濁り、残留塩素）については、知名町上下水道課職員が検査しま

す。 

 上記以外の項目については委託検査とします。臨時の水質検査が必要な場合、敏速に対応

可能な信頼のおける水質検査登録機関に委託します。 

 また、水質検査の方法は、水質基準に関する省令に定める方法とし、委託した検査につい

ては検査結果表を提出していただき確認します。 

 

７．水質検査の精度と信頼性保証 

 水質検査は、その精度と信頼性が極めて重要であるため、委託機関は水道法第 20条第３項

による国土交通大臣及び環境大臣の登録を受け、水道 GLP を認定取得した機関とします。 

 

８．関係機関との連携 

 常に水道水質の管理を万全なものにするために、国・県や近隣市町村との連携も大切です。

知名町上下水道課は、以下の取り組みに努めます。 

（１）ご利用者（町民の皆様）との関係 

 ご利用者から寄せられる苦情や要望には、的確に対応するよう努めます。また、水道水質

をより知っていただく為、情報を提供します。 

（２）国・県及び近隣市町村との連携 

 水質汚染事故が発生した場合は、保健所等との連絡体制を活用し、速やかに関係機関に通

報するとともに、必要な助言を受け、安全でおいしい水の供給に努めます。 

（３）水質検査委託機関との連携 

 水質汚染事故にすばやく的確に対応できるよう、水質検査機関との連携に努めます。 
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９．検査計画及び結果の公表方法とお客様の声 

 安全でおいしい水を提供する為に、知名町上下水道課では水質検査計画と検査結果を町の

ホームページ等で公表します。これらの事項につきましては、町民の皆様からご意見をいた

だいて、水質検査計画の見直しを行い、より安全でより安心できる水道水の安定した供給を

目指します。 

 

     URL ： http://www.town.china.lg.jp/  （知名町ホームページ） 

 

 お客様からの声や、水質検査結果を今後の水質検査計画に反映させていくため、皆様のご

意見をいただければ幸いです。 

 

お問い合わせ先 ： 知名町役場 上下水道課  

                    TEL ８４－３１５９ 

                    FAX ９３－４０３８ 
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(別紙１）

令和６年度　浄水水質検査結果

知名町水道事業
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[事業主体名] [事業主体名]
知名町上下水道課 知名町上下水道課
[浄水場名] [浄水場名]
瀬利覚浄水場 瀬利覚浄水場（瀬利覚高地区配水池）

[水源名] [水源名]　久志検水源（瀬利覚水源

久志検水源（瀬利覚水源と混合） と混合）と上平川水源と混合

[原水の種類]　深井戸水 [原水の種類]　深井戸水
[浄水処理方法] [浄水処理方法]
消毒・その他の浄水処理 消毒・その他の浄水処理
[1日の平均浄水量]　 [1日の平均浄水量]　

  

単位（mg/ ）

一般細菌 （個/m ） 以下
大腸菌 （100/m ）
カドミウム 以下
水銀 以下
セレン 以下
鉛 以下
ヒ素 以下
六価クロム化合物 以下
亜硝酸態窒素 以下
シアン 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸

態窒素

フッ素 以下
ホウ素 以下
四塩化炭素 以下
1.4-ジオキサン 以下
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 以下
ジクロロメタン 以下
テトラクロロエチレン 以下
トリクロロエチレン 以下

ベンゼン 以下

塩素酸 以下
クロロ酢酸 以下
クロロホルム 以下
ジクロロ酢酸 以下
ジブロモクロロメタン 以下
臭素酸 以下
総トリハロメタン 以下
トリクロロ酢酸 以下
ブロモジクロロメタン 以下

ブロモホルム 以下

ホルムアルデヒド 以下
亜鉛 以下
アルミニウム 以下
鉄 以下
銅 以下
ナトリウム 以下
マンガン 以下
塩化物イオン 以下
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等
（硬度）

蒸発残留物 以下

令和６年度水質検査結果

＜0.004 4 ＜0.004 4

水　質　基　準

100
検出されないこと

40.001 1 0.001
＜0.002 4

0.04

0.8
1.0

4
4

4

0.002
0.05

4
4

0.05

500

200

4
4

4

4

0.2
0.3
1.0

0.1
0.01
0.1

0.03

0.01

0.02

0.03

0.01
0.01

0.06

0.08
1.0

0.6

以下300

以下

0.003
0.0005

0.01
0.01
0.01
0.02

0.01

10

0.04

0.02

200

0.03

0.09

＜0.003 4

0 4
＜0.002
＜0.002 4

4

＜0.001 1
4

＜0.001
＜0.001

＜0.001

4

＜0.003 4

＜0.001 1

1

＜0.001 4 ＜0.001

40

＜0.003
＜0.001 4

4

＜0.002 1 ＜0.002

＜0.0002
＜0.005＜0.005 1
＜0.0041

1

1 ＜0.08
0.030.03 1

4＜0.001 4 ＜0.001

2.9 2.7 2.70 42.8 2.5 2.63 4

＜0.002 1

4＜0.001 1 ＜0.001
＜0.001 4＜0.001 1

4＜0.0003 1 ＜0.0003
＜0.00005 4＜0.00005 1

1212 0
不検出 1212

回数

930

最高値 最低値 平均値最高値 最低値 平均値 回数

930

0
不検出

＜0.002

検　査　項　目

＜0.08

＜0.0002

＜0.004

＜0.001

＜0.003 4

4
0.002 0.001 0.00175 4 0.002 0.001 0.001 4

4 ＜0.001＜0.001

0.002 0.001 0.001 40.002 0.001 0.00175 4

＜0.001 4＜0.001 4

＜0.01 4＜0.01 1
＜0.008 4＜0.008 4

＜0.01 4＜0.01 1
0.04 0.02 0.02 40.03 ＜0.02 0.0175 4

26 426 1
＜0.01 4＜0.01 1

43 35 37.3 1243 35 37.17 12
＜0.005 4＜0.005 1

394 352 363.75 4

4

373 368 370.3 4

250 240 248250 240 247.5 4
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令和６年度水質検査結果

陰イオン界面活性剤 以下
ジェオスミン 以下
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 以下
非イオン界面活性剤 以下
フェノール類 以下
有機物（全有機炭素
｛ＴＯＣ｝の量）
ｐＨ値 （ - ）
味 （ - ）
臭気 （ - ）

色度 （ 度 ） 以下

濁度 （ 度 ） 以下
残留塩素

水温 （ ℃ ）

アシュラム 以下
フィプロニル 以下
フルアジナム 以下
フェニトロチオン（MEP） 以下
クロロタロニル（TPN) 以下
ジウロン（DCMU) 以下
プロシミドン 以下
キャプタン 以下
メトリブジン 以下

ベンフラカルブ 以下

チオファネートメチル 以下
パラコート 以下
ジクワット 以下
メチダチオン（DMTP） 以下
メタラキシル 以下

グリホサート 以下

0.03

0.04

0.3

0.2

0.02
4

1

1

1

1

0.9
0.0005

0.03
0.01
0.05
0.02
0.09
0.3

異常でないこと
異常でないこと

5

2

－

0.05 以上

0.00001
0.00001

0.005

以下3

5.8以上8.6以下

4＜0.02 1
41 ＜0.000001

＜0.004 1 ＜0.004

＜0.02
＜0.000001
＜0.000001 ＜0.000001

12

7.4 7.6 12 7.8 7.4 7.6

4
1

＜1 12

＜0.0005 1 4＜0.0005

異常なし 12異常なし 12
7.8 12

異常なし

＜0.009 1＜0.009 1

0.50 0.10 0.26 3650.50 0.10 0.28 365

32.9 20.2 25.7 1224.3 1228.0 20.1

＜0.0003 1
＜0.000005 1＜0.000005 1

＜0.0003

＜0.0005 1
＜0.0001 1＜0.0001 1
＜0.0005

＜0.0009 1
＜0.0002 1＜0.0002 1
＜0.0009

＜0.0003 1
＜0.003 1＜0.003 1

＜0.0003

＜0.0004 1＜0.0004 1

＜0.003 1＜0.003 1
＜0.00005 1 ＜0.00005

0.004
＜0.00005 1 0.005

0.005

1

1
1

＜0.00005

＜0.02

＜0.0006 0.06

2

0.03

12

＜0.02 1

＜0.0006 1
＜0.00004 1

1

＜0.00004
1

農薬成分（農薬名）
16項目

0 12 12

＜0.1 12＜0.1 12

＜1

異常なし 12
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[事業主体名] [事業主体名]
知名町上下水道課 知名町上下水道課
[浄水場名] [浄水場名]
田皆浄水場 上城浄水場
[水源名] [水源名]
田皆第1水源(他2水源と混合) 上城水源
[原水の種類]　深井戸水 [原水の種類]　深井戸水
[浄水処理方法] [浄水処理方法]
消毒・その他の浄水処理 消毒のみ
[1日の平均浄水量]　 [1日の平均浄水量]　

  

単位（mg/ ）

一般細菌 （個/m ） 以下
大腸菌 （100/m ）
カドミウム 以下
水銀 以下
セレン 以下
鉛 以下
ヒ素 以下
六価クロム化合物 以下
亜硝酸態窒素 以下
シアン 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸

態窒素

フッ素 以下
ホウ素 以下
四塩化炭素 以下
1.4-ジオキサン 以下
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 以下
ジクロロメタン 以下
テトラクロロエチレン 以下
トリクロロエチレン 以下

ベンゼン 以下

塩素酸 以下
クロロ酢酸 以下
クロロホルム 以下
ジクロロ酢酸 以下
ジブロモクロロメタン 以下
臭素酸 以下
総トリハロメタン 以下
トリクロロ酢酸 以下
ブロモジクロロメタン 以下

ブロモホルム 以下

ホルムアルデヒド 以下
亜鉛 以下
アルミニウム 以下
鉄 以下
銅 以下
ナトリウム 以下
マンガン 以下
塩化物イオン 以下
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等
（硬度）

蒸発残留物 以下

令和６年度水質検査結果

260 250 255 4 以下

0.003
0.0005

37.4 12 43 39 41.1 12 200

315 306 311.3 4

0.1
0.03

0.03

0.09

水　質　基　準

100
検出されないこと

以下

＜0.004 4 0.04＜0.004 4

0.01
0.01
0.01
0.02

0.01

10

12

回数

183

最高値 最低値

0.08

0.01
0.1

0.05

0.8
1.0

0.002
0.05

0.02
0.06

0.04

0.01

0.6

0.02
0.01
0.01

0.03

200

500

300210 4

1.0
0.2
0.3
1.0

2625 11
1＜0.005 1 ＜0.005

377 354 361.8 4

38 36

＜0.01 1＜0.01 1
1＜0.01 1 ＜0.01

＜0.01 1＜0.01 1
4＜0.02 4 ＜0.02

＜0.001 4＜0.001 4

4＜0.008 4 ＜0.008

＜0.003 4＜0.003 4
4＜0.001 4 ＜0.001

＜0.001

4 ＜0.001＜0.001

検　査　項　目

不検出 12
12

＜0.0003
不検出

332

最高値 最低値 平均値 回数

＜0.00005 1 ＜0.00005 1

平均値

0
12
1

＜0.001 1＜0.001 1

0

＜0.0003

＜0.001 1

1

＜0.001 1

＜0.002 1＜0.002 1
＜0.001 1＜0.001 1

2.3 1.8 1.98 43.5 3.1 3.3 4

＜0.001 4＜0.001 4

0.02 10.02 1
＜0.08 1＜0.08 1

＜0.005 1＜0.005 1
＜0.0002 1＜0.0002 1

＜0.002 1＜0.002 1
＜0.004 1＜0.004 1

＜0.001 1＜0.001 1
＜0.001 1＜0.001 1

＜0.06 4＜0.06 4

＜0.001 1＜0.001 1

＜0.001 4＜0.001 4
＜0.002 4＜0.002 4

＜0.003 4 ＜0.003 4

＜0.001 4＜0.001 4
4

4＜0.001 4
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令和６年度水質検査結果

陰イオン界面活性剤 以下
ジェオスミン 以下
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 以下
非イオン界面活性剤 以下
フェノール類 以下
有機物（全有機炭素
｛ＴＯＣ｝の量）
ｐＨ値 （ - ）
味 （ - ）
臭気 （ - ）

色度 （ 度 ） 以下

濁度 （ 度 ） 以下
残留塩素

水温 （ ℃ ）

アシュラム 以下
フィプロニル 以下
フルアジナム 以下
フェニトロチオン（MEP） 以下
クロロタロニル（TPN) 以下
ジウロン（DCMU) 以下
プロシミドン 以下
キャプタン 以下
メトリブジン 以下

ベンフラカルブ 以下

チオファネートメチル 以下
パラコート 以下
ジクワット 以下
メチダチオン（DMTP） 以下
メタラキシル 以下

グリホサート 以下

0.005

7.6 7.2 7.4

0.04

0.3

0.03

12

異常でないこと

2

5

0.9
0.0005

0.03
0.01
0.05
0.02
0.09

1

1

0.00001
0.00001

＜0.02 1 0.2

12

＜0.3 12 3＜0.3 12

0.005

0.3

－

異常でないこと

0.02
0.005

以下

5.8以上8.6以下

0.05 以上

1

0.230.40 0.10
＜0.1

＜0.000001

365
12

異常なし

＜1

異常なし

農薬成分（農薬名）
16項目

＜0.0006 1 ＜0.0006

＜0.000005

＜0.00004

＜0.0004

＜0.003 1

1＜0.00004

＜1 12

＜0.1

1＜0.00005 1 ＜0.00005

1＜0.0003 1 ＜0.0003

1

1＜0.003 1 ＜0.003
＜0.00005 1＜0.00005 1

＜0.0002 1

1＜0.0004 1

1＜0.0009 1 ＜0.0009
＜0.003 1

＜0.0001 1
1＜0.0005 1 ＜0.0005

0.40 0.10 0.27 365

12

1＜0.0003 1 ＜0.0003

1

＜0.000001 1 ＜0.000001

12

1

1＜0.009 1 ＜0.009

12異常なし 12

1

＜0.02 1 ＜0.02

23.731.8 18.0 25.2 12 28.2 16.0

＜0.000005 1

＜0.0001

＜0.0002

異常なし 12

＜0.0005 1＜0.0005 1

12
7.6 7.4 7.5 12

＜0.004 1＜0.004 1
＜0.000001 1

1

＜0.02 1

0.004
0.06

2
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[事業主体名] [事業主体名]
知名町上下水道課 知名町上下水道課
[浄水場名] [浄水場名]
上平川浄水場 住吉浄水場
[水源名] [水源名]
赤嶺水源（他２水源と混合） 住吉第2水源
[原水の種類]　深井戸水 [原水の種類]　深井戸水
[浄水処理方法] [浄水処理方法]
消毒・その他の浄水処理 消毒・その他の浄水処理
[1日の平均浄水量]　 [1日の平均浄水量]　

  

単位（mg/ ）

一般細菌 （個/m ） 以下
大腸菌 （100/m ）
カドミウム 以下
水銀 以下
セレン 以下
鉛 以下
ヒ素 以下
六価クロム化合物 以下
亜硝酸態窒素 以下
シアン 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸

態窒素

フッ素 以下
ホウ素 以下
四塩化炭素 以下
1.4-ジオキサン 以下
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 以下
ジクロロメタン 以下
テトラクロロエチレン 以下
トリクロロエチレン 以下

ベンゼン 以下

塩素酸 以下
クロロ酢酸 以下
クロロホルム 以下
ジクロロ酢酸 以下
ジブロモクロロメタン 以下
臭素酸 以下
総トリハロメタン 以下
トリクロロ酢酸 以下
ブロモジクロロメタン 以下

ブロモホルム 以下

ホルムアルデヒド 以下
亜鉛 以下
アルミニウム 以下
鉄 以下
銅 以下
ナトリウム 以下
マンガン 以下
塩化物イオン 以下
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等
（硬度）

蒸発残留物 以下

0.2
0.3

令和６年度水質検査結果

0.04

37 39.6 12

1.0

0.1
0.01
0.1

0.03
0.03

4

＜0.005 1
2.4 1

1.0

500

以下

200

0.05
0.04
0.02
0.01
0.01

0.01

0.6
0.02
0.06

300

0.05
200

0.09

0.08

水　質　基　準

100
検出されないこと

0.003
0.0005

0.01
0.01
0.01
0.02

0.01

10 以下

0.8
1.0

0.002

342 328 333.8 4 358 330

22 1

230 220

41

225 4

＜0.005 1
35 32 33.2 12

260 230

＜0.01 1 ＜0.01
＜0.01＜0.01 1

＜0.01 1
4＜0.02 4 ＜0.02

0.003 ＜0.001 0.0025 4

4＜0.008 4 ＜0.008

＜0.001 4＜0.001 4

4＜0.001 4 ＜0.001
＜0.003 4

検　査　項　目

不検出

4 0.003 ＜0.001 0.001

1

989

0.002 0.001 0.001

＜0.004 4

最高値 最低値 平均値 回数

0

＜0.0003

12
不検出 12

1

回数

571

最高値 最低値 平均値

1

＜0.001 1

0

＜0.00005 1 ＜0.00005

12
12

＜0.0003

＜0.001 1＜0.001 1
＜0.001 1

0.002 1＜0.002 1
＜0.001 1＜0.001 1

4.1 3.4 3.68 42.8 2.1 2.55 4

＜0.001 4＜0.001 4

0.02 10.02 1
＜0.08 1＜0.08 1

＜0.005 1＜0.005 1
＜0.0002 1＜0.0002 1

＜0.002 1＜0.002 1
＜0.004 1＜0.004 1

＜0.001 1＜0.001 1
＜0.001 1＜0.001 1

＜0.06 4＜0.06 4

＜0.001 1＜0.001 1

＜0.001 4＜0.001 4
＜0.002 4＜0.002 4

＜0.003 4 0.03＜0.003 4

0.004 ＜0.001 0.005 4

＜0.01 1

1
1

247.5

349.3 4

＜0.004 4

4

40.006 0.002 0.003 4 0.005 ＜0.001 0.006
＜0.003 4
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令和６年度水質検査結果

陰イオン界面活性剤 以下
ジェオスミン 以下
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 以下
非イオン界面活性剤 以下
フェノール類 以下
有機物（全有機炭素
｛ＴＯＣ｝の量）
ｐＨ値 （ - ）
味 （ - ）
臭気 （ - ）

色度 （ 度 ） 以下

濁度 （ 度 ） 以下
残留塩素

水温 （ ℃ ）

アシュラム 以下
フィプロニル 以下
フルアジナム 以下
フェニトロチオン（MEP） 以下
クロロタロニル（TPN) 以下
ジウロン（DCMU) 以下
プロシミドン 以下
キャプタン 以下
メトリブジン 以下

ベンフラカルブ 以下

チオファネートメチル 以下
パラコート 以下
ジクワット 以下
メチダチオン（DMTP） 以下
メタラキシル 以下

グリホサート 以下

以下

12 5.8以上8.6以下

5

2
0.05 以上

0.00001

異常でないこと
異常でないこと

12

1
1

0.03

0.05
0.02

0.00001

0.09
0.3

1

＜0.02

0.9
0.0005

0.03
0.01

3

7.7

0.005
0.02

0.2

0.10 0.23 365 0.80 0.10 0.32 365

＜0.3 0.3

＜0.00005

1 ＜0.003

0.04

0.3
＜0.00005 1＜0.00005 1

1

農薬成分（農薬名）
16項目

  ＜0.000001 1

＜0.1 12

7.5 7.2

0.4 12

＜0.0005
＜0.005

＜0.00004 1 ＜0.00004 1 0.004

1＜0.0003 1 ＜0.0003

1 ＜0.00005

＜0.0004 1＜0.0004 1

1＜0.003

1＜0.0009 1 ＜0.0009
＜0.003 1＜0.003 1

＜0.0005
＜0.0002 1＜0.0002 1

＜1 12 ＜1

＜0.1

＜0.000005＜0.000005 1

31.2 20.2 25.4 12 18.0

0.40

1 ＜0.005

＜0.02 1

異常なし 12 異常なし

＜0.0006 1

1

異常なし 12
12 7.9 7.5

＜0.3

異常なし

＜0.0005

7.30

＜0.000001
＜0.000001

＜0.02 1

＜0.000001 1

1

＜0.02

＜0.0006 1

＜0.009

＜0.0003

12

1

12

12

12

1
1

34.9

＜0.0001

1＜0.009 1

＜0.0003 1

0.06

2

0.005
0.005

25.9 12 －

1

＜0.0001 11
1＜0.0005 1
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（別紙２）

年１回検査（水源９カ所） 指標菌検査（水源９カ所）
９月 計（回）

1 一般細菌 ○ 1 4
2 大腸菌 ○ 2 4

3 カドミウム及びその化合物 ○
4 水銀及びその化合物 ○
5 セレン及びその化合物 ○
6 鉛及びその化合物 ○
7 ヒ素及びその化合物 ○
8 六価クロム化合物 ○
9 亜硝酸態窒素 ○

10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○
12 フッ素及びその化合物 ○
13 ホウ素及びその化合物 ○
14 四塩化炭素 ○
15 1,4-ジオキサン ○
16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○
17 ジクロロメタン ○
18 テトラクロロエチレン ○
19 トリクロロエチレン ○
20 ベンゼン ○
21 塩素酸

22 クロロ酢酸

23 クロロホルム

24 ジクロロ酢酸

25 ジブロモクロロメタン

26 臭素酸

27 総トリハロメタン

28 トリクロロ酢酸

29 ブロモジクロロメタン

30 ブロモホルム

31 ホルムアルデヒド

32 亜鉛及びその化合物 ○
33 アルミニウム及びその化合物 ○
34 鉄及びその化合物 ○
35 銅及びその化合物 ○
36 ナトリウム及びその化合物 ○
37 マンガン及びその化合物 ○
38 塩化物イオン ○
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） ○
40 蒸発残留物 ○
41 陰イオン界面活性剤 ○
42 ジェオスミン　　　　　　　　 ○
43 2-メチルイソボルネオール　　 ○
44 非イオン界面活性剤 ○
45 フェノール類 ○
46 有機物（ＴＯＣ） ○
47 ｐＨ値 ○
48 味

49 臭気 ○
50 色度 ○
51 濁度 ○

計（項目）

消毒副生成物
※　原水、年１回検査は消毒副生成物（22～31）及び塩素酸、味（21,48）を除く
　38項目について、９月に実施します。

1
1

1
1
1
1

1

39

1
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1 嫌気性芽胞菌

1
1
1

1
1

単位：回／年 単位：回／年

1

1

令和７年度水質検査計画表(原水）

水質基準項目 計(回) 検査項目

1 大腸菌
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（別紙３）

毎日検査（町内５カ所）
計（回）

1 色 1

2 濁り
3 消毒の残留効果（残留塩素）

毎月検査（町内６箇所）及び年４回検査（町内６箇所）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計(回)

1 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12
2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12
3 カドミウム及びその化合物 ○ 1
4 水銀及びその化合物 ○ 1
5 セレン及びその化合物 ○ 1
6 鉛及びその化合物 ○ 1
7 ヒ素及びその化合物 ○ 1
8 六価クロム化合物 ○ 1
9 亜硝酸態窒素 ○ ○ ○ ○ 4
10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○ 4
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○ ○ ○ ○ 4
12 フッ素及びその化合物 ○ 1
13 ホウ素及びその化合物 ○ 1
14 四塩化炭素 ○ 1
15 1,4-ジオキサン ○ 1
16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○ 1
17 ジクロロメタン ○ 1
18 テトラクロロエチレン ○ 1
19 トリクロロエチレン ○ 1
20 ベンゼン ○ 1
21 塩素酸 ○ ○ ○ ○ 4
22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○ 4
23 クロロホルム ○ ○ ○ ○ 4
24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○ 4
25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○ 4
26 臭素酸 ○ ○ ○ ○ 4
27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○ 4
28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○ 4
29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○ 4
30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○ 4
31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○ 4
32 亜鉛及びその化合物 ○ 1
33 アルミニウム及びその化合物 ○ ○ ○ ○ 4
34 鉄及びその化合物 ○ 1
35 銅及びその化合物 ○ 1
36 ナトリウム及びその化合物 ○ 1
37 マンガン及びその化合物 ○ 1
38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） ○ ○ ○ ○ 4
40 蒸発残留物 ○ ○ ○ ○ 4
41 陰イオン界面活性剤 ○ 1
42 ジェオスミン　　　　　　　　 ○ 1
43 2-メチルイソボルネオール　　 ○ 1
44 非イオン界面活性剤 ○ 1
45 フェノール類 ○ 1
46 有機物（ＴＯＣ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12
47 ｐＨ値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12
48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12
49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12
50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12
51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

計（項目） 26 9 9 26 9 9 51 9 9 26 9 9 201
省略不可
消毒副生成物（４回/年）

令和７年度水質検査計画表(浄水）

365
365

水質基準項目

単位：回／年

毎日検査項目 計（回）

単位：回／年

単位：回／年

検査項目
水質管理目標設定項目（町内５カ所）

365 農薬類（使用頻度の高い１６項目について１月に実施）
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（別紙４）

基準値
水の汚染状況や飲料 給水栓水で遊離残留塩
水の安全性を判定す 素が0.1mg/Ｌ以上、結合
る指標 残留塩素が0.4mg/Ｌ以上
糞便汚染指標として 遊離残留塩素により短時
大腸菌群より特異的 間で死滅する
メッキ・軸受合金・充電 急性中毒 石灰軟化・イオン交換・凝
式電池・ブラウン管 嘔吐・頭痛・肺気腫・ 集・沈殿・ろ過等

肺炎・胃腸炎
慢性中毒
異常疲労・貧血・骨軟
化症

寒暖計・水銀ランプ・農 知覚障害・言語障害・ 石灰軟化・イオン交換・凝
薬・歯科アマルガム・医 視野狭窄等 集・沈殿・ろ過等
薬品 慢性中毒

手指の振せん。・腎障
害等

赤色顔料（硝子・陶器） 急性中毒 石灰軟化・イオン交換・凝
ｺﾞﾑ軟化剤・殺虫剤・フ 皮膚障害（激痛）・嘔 集・沈殿・ろ過等
ケとりシャンプー等 吐・全身けいれん・致
金属精錬所 死量1g

慢性中毒
胃腸障害・神経過敏
症・貧血・低血圧症

鉛管を使用し硬度が低 急性中毒 石灰軟化・イオン交換・凝
く、遊離炭酸の多い水 嘔吐・腹痛・下痢・血 集・沈殿・ろ過等
では溶けやすい 圧降下・昏睡
合金・顔料・陶磁器・ガ 慢性中毒
ラス・農薬・活字の工場 疲労・皮膚蒼白・便秘
排水から汚染される 腹痛・けいれん

急性中毒

慢性中毒

石灰軟化・イオン交換

急性中毒

慢性中毒
黄疸を伴う肝炎

生物処理・イオン交換
逆浸透

アルカリ塩素法・オゾン

ヒトへの致死量
HCN：0.005ｇ 急性中毒

亜硝酸態窒素

嘔吐、チアノーゼ、虚脱
昏睡、血圧低下、脈拍
増加、頭痛、視力障害
等

窒素肥料、腐敗した動植
物、家庭排水、下水等に
由来し、これらに含まれる
窒素化合物は、水や土壌
中で科学的・微生物学的
に酸化及び還元を受け、
亜硝酸態窒素等になりま
す

0.04mg/L以下

水質基準項目の説明

8

10

9

2

3

4

5

6

7

ステンレス等・電池・革なめ
し・防虫剤など、環境中で
天然に存在するのはほぼ
三価に限られ六価のもの
は人為的起源、塩素処理
された水には三価クロムは
ほとんど存在せず六価とな
る

三価の毒性は弱く六価
は強い

腸カタル・嘔吐・下痢・
口渇

0.02mg/Ｌ以下
六価クロム
化合物

塩素酸化＋凝集＋ろ過・
石灰軟化・活性アルミナ・
イオン交換

0.01mg/Ｌ以下
鉛及び
その化合物

半導体材料・顔料・農薬・
殺鼠剤・医薬品など、鉱山
排水・精錬排水・工場排
水・温泉などの混入、深井
戸で還元条件では亜ヒ酸
が主体

コレラ様嘔吐・下痢・腹
痛

皮膚の角化症・黒皮症
（がん）・抹消神経炎

0.01mg/Ｌ以下
ヒ素及び
その化合物

大腸菌

100個/ｍL以下

検出されないこと

カドミウム及び
その化合物

水銀及び
その化合物

セレン及び
その化合物

0.003mg/L以下

0.0005mg/Ｌ以下

0.01mg/Ｌ以下

用途（汚染原因） 健康影響 除去法項目

一般細菌1

汚染源はめっき工業・金銀
精錬・写真工業・コークス・
ガス製造業など、水中のあ
る種の有機物と塩素が反
応して微量の塩化シアン
が生成されることがある

ヘモグロビンが酸素を
運ぶ作用が阻害される
ため全身窒素症状を起
こし死に至る

麻痺・失神・けいれん・
呼吸麻痺

シアン化物イオ
ン及び塩化シア
ン

0.01mg/Ｌ以下

シアン化カリウ
ム：0.15～0.3ｇ
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基準値 用途（汚染原因） 健康影響 除去法項目
イオン交換

ヒトへの致死量

1mg/L：う蝕減少 電解法・凝集沈殿
2mg/L以上：斑状歯

50mg/L：甲状腺障害
温泉：温泉・鉱泉 125mg/L：腎障害

2.5～5ｇ：致死

重傷中毒 イオン交換

慢性中毒

活性炭・エアレーション

肝臓障害 活性炭・エアレーション

高濃度で麻酔作用 活性炭・エアレーション

活性炭・エアレーション

活性炭・エアレーション

15

16

17

18

19

11

12

13

14

高濃度で嘔吐・腹痛・一
時的意識不明

ドライクリーニング洗浄剤・
金属洗浄用溶剤・吸入鎮
痛剤・麻酔

嫌気状態の土壌中ではジ
クロロエチレン・塩化ビニル
にゆっくり分解する

トリクロロエチレ
ン

0.01mg/L以下

テトラクロロエチ
レン

0.01mg/L以下

ドライクリーニング洗浄剤・
金属洗浄用溶剤・フロン
113の原料等

嫌気状態で徐々に分解さ
れてトリクロロエチレン・ジク
ロロエチレンを生成し、さら
に塩化ビニルを生成するこ
ともある

めまい・頭痛・黄疸・肝
機能障害

環境中に放出されたもの
の大部分が大気中に揮散
する、水中では安定で土
壌吸着性は低い

シス－１，２－ジ
クロロエチレン
及びトランス－
１，２－ジクロロ
エチレン

0.04mg/L以下

環境中に放出されたもの
の大部分が大気中に揮散
し、数日で光分解する

ジクロロメタン 0.02mg/L以下

油脂等の抽出剤・塗料剥
離剤・アセチルセルロース
等の溶媒

塩化ビニリデン樹脂・家庭
用ラップ・食品包装用フィ
ルムの原料

ホウ素及び
その化合物

1.0mg/L以下

フロンガス11、12等冷媒の
原料・エアロゾル用噴射
剤・金属洗浄用溶剤・塗
料・プラスチックの製造・薫
蒸殺菌剤

四塩化炭素 0.002mg/L以下

硼砂・カーン石・コールマ
ン石など

頭痛・めまい・嘔吐等の
自覚症状・前眼部障害
又は気道、肺障害

肝臓・腎臓などや神経
系統に障害

食欲不振・悪心・嘔吐・
皮膚障害

酢酸セルロース・オイル・
ワックス・染料の溶剤等1.4-ジオキサン 0.05mg/Ｌ以下

10mg/L以下

亜硝酸塩：ナトリウム塩また
はカリウム塩

亜硝酸性窒素は血液中
のヘモグロビンと反応し
て酸素運搬機能のない
血色素のメトヘモグロビ
ンを生成する、これが
10％以上になるとメトヘ
モグロビン血症になる

フッ素及び
その化合物

アルミ・ウランなどの精錬の
融剤・ガラス加工・電子工
業など
地質：花崗岩・火山灰・沖
積層

硝酸塩：無機窒素肥料・火
薬製造・ガラス製造・蓄熱
媒体・食品防腐剤硝酸態窒素及

び亜硝酸態窒
素

硝酸カリウム：54
～462mg/kg
亜硝酸ナトリウ
ム：32～

8mg/L：10％に骨硬化
症

マグネシウム合金製造の
触媒・ロケット燃料・ガラス
製造・防腐剤・防火剤・化
粧品・医薬品
火山地帯の地下水や温泉
からの混入

血圧低下・ショック症状・
中枢神経抑制による呼
吸停止

工場：フッ化物使用工場か
らの排水及び大気飛散

0.8mg/L以下
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基準値 用途（汚染原因） 健康影響 除去法項目
活性炭・エアレーション

粒状活性炭吸着・エアレ
ーション

粒状活性炭吸着・エアレ
ーション

粒状活性炭吸着・エアレ
ーション

活性炭

粒状活性炭吸着・エアレ
ーション

粒状活性炭吸着・エアレ
ーション

活性炭

28

29

30

31

22

23

24

25

26

27

20

中枢神経を抑制し麻酔
剤に使われる、意識消
失後昏睡状態を経て死
亡する、肝臓・腎臓の機
能障害

呼吸困難・めまい・嘔
吐・胃けいれん・口腔及
び胃に炎症

中枢神経を抑制し麻酔
剤に使われる、意識消
失後昏睡状態を経て死
亡する、肝臓・腎臓の機
能障害

石灰酸系・尿素系・メラミン
系合成樹脂の原料

農薬・住居・船舶の消毒剤

除草剤・土壌殺菌剤・防腐
剤・医療用など、他に除タ
ンパクの用途がある

総トリハロメタン
（クロロホルム・
ジブロクロロメタ
ン・ブロモジクロ
ロメタン・ブロモ
ホルム）

0.1mg/L以下

トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下

水中のフミン質等の前駆
物質と遊離塩素が反応し
て生成される

肝臓で二酸化炭素と塩
素イオンに変換される
か、還元されてアルデヒ
ドになる

目・皮膚・消化管を刺
激、メトヘモグロビン血
症・チアノーゼ・腎不全・
脳障害

臭素酸 0.01mg/L以下

ジブロモクロロメ
タン

分析用試薬・毛髪のコー
ルドウェーブ用薬品

オゾン処理によって消毒副
生成物として生成される

0.1mg/L以下

眼・皮膚・気道に対して
腐食性

ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下

フッ素系冷媒のクロロジフ
ルオロメタンの原料・消毒
剤・麻酔剤
前駆物質にはフミン質・タ
ンパク質・アミノ酸・藻類・
パルプ工場排水中のリグ
ニン・下水処理排水中の
有機物等

中枢神経を抑制し麻酔
剤に使われる、意識消
失後昏睡状態を経て死
亡する、肝臓・腎臓の機
能障害

除草剤・催眠剤・有機合
成・パーマネント液用・香
料・キレート剤・界面活性
剤

皮膚粘膜障害・蒸気に
触れることは危険

塩素消毒以外のオゾンや
紫外線などの代替消毒技

水中のフミン質等の有機
物質と遊離塩素が反応し
て生成される、生成量は原
水中の臭素イオン濃度に
大きく影響される

肝臓で酸化されジブロ
モカルボニル・トリブロモ
ラジカル・ブロモジクロロ
メタンとなり毒性を発現
する

クロロ酢酸 0.02mg/L以下

クロロホルム 0.06mg/L以下

塩素消毒による消毒副生
成物

合成ゴム・合成皮革・有機
顔料・合成繊維等
最も大きな発生源はガソリ
ンの燃焼による

ほとんどがフェノールに
変化し、排泄は呼気か
らと尿から

ベンゼン 0.01mg/L以下

0.03mg/L以下
ブロモジクロロメ
タン

鉱物分析の浮遊試験・吸
入麻酔剤等

嫌気状態でメタン菌や脱
窒菌、硫酸還元菌が存在
すると生分解される

0.09mg/L以下ブロモホルム

水中のフミン質等の有機
物質と遊離塩素が反応し
て生成される
前駆物質にはフミン質・タ
ンパク質・アミノ酸・藻類・
パルプ工場排水中のリグ
ニン・下水処理排水中の
有機物等

ホルムアルデヒ
ド

0.08mg/L以下
合成樹脂や染料製造工場
の排水及び、排気、土木
工事用薬剤等

21 塩素酸 0.6ｍｇ/ｌ以下
配水系における塩素の消
失や水の滞留の状況を確
認する
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基準値 用途（汚染原因） 健康影響 除去法項目

ヒトへの致死量
ZnSO4：3～5g
ZnCl2：1～2g

建設資材・水道管等 ほとんど無害

イオン交換

慢性中毒

急性中毒

イオン交換

石灰軟化・イオン交換・ナノ
ろ過

石灰軟化・イオン交換・ナノ
ろ過

活性炭

ジェオスミン 活性炭・オゾン・生物処理

34

35

36

37

42

38

39

40

41

32

33

500mg/L以下

陰イオン界面活
性剤

0.2mg/L以下

（オクタヒドロ
4.8a-ジメチルナ
-フタレン4a-
オール9）

ある種の藍藻類と放線菌
が産出する

洗濯用洗剤・台所洗剤・化
粧品・医薬品・製紙等

（急速ろ過方式の処理では
除去は困難）0.00001mg/L以下

マンガン砂による接触ろ過
法・塩素による除去法・過
マンガン酸カリウムによる除
去法・鉄細菌による除去法

塩素イオンの基準は味覚
という観点から定めたもの
である

塩化物イオン 200mg/L以下

鉱泉・鉱山排水・下水・乾
電池製造業や陶磁器製造
業などの排水

不眠・感情障害・手指の
ふるえ・言語不明瞭

神経症状・全身けん怠
感・頭痛・関節痛・脳炎

特殊鋼の脱酸及び添加
剤・ガラスの着色・染色・乾
電池

0.2mg/L以下

トタン板の製造・真鍮の合
金材料・乾電池等
亜鉛鉱山・亜鉛精錬所・
めっき工場・顔料・医薬品
製造工場等

アルミニウム及
びその化合物

1.0mg/L以下
亜鉛及び
その化合物

家庭用品・電気用品・航空
機・車輌・建築用資材に使
用される
鉱山排水・工場排水・温泉
などで混入

ヒトに及ぼす有害な影
響は明らかでない

凝集＋沈殿・ろ過・緩速ろ
過・膜ろ過

亜鉛めっき部分から水道
水に溶出

石灰軟化・イオン交換・凝
集＋沈殿・ろ過（若干の除

去）

急性毒性
下痢・腹痛・けいれん

空気酸化・塩素酸化・接触
酸化・生物酸化・赤水防止
の応急的処置

凝集＋沈殿＋ろ過・石灰軟
化・イオン交換

鉄及び
その化合物

0.3mg/L以下

銅及び
その化合物

1.0mg/L以下

銅線・青銅や黄銅等の伸
銅品・厨房器具・銅管・農
薬等

人体に対する毒性は低
い
過剰摂取で吐き気・腹
痛・肝臓・腎臓障害

水の表面張力の低下・浸
透や湿潤の増大・油脂等
の乳化、分散、懸濁性を促
進する特性がある

ナトリウム及び
その化合物

200mg/L以下

鉱山排水や酸性河川では
硫酸等により岩石等の鉄
が溶解し存在する

マンガン及び
その化合物

0.05mg/L以下

カルシウム・マグ
ネシウム等（硬
度）

300mg/L以下

蒸発残留物

ナトリウム化合物の合成・
医薬・染料用・食品・ガラス

食塩過剰摂取による急
性影響でけいれん・筋
硬直・肺浮腫

銅鉱山・銅精錬工場・銅線
工場・めっき工場等の排
水・農薬散布等

硬度が高すぎると胃腸
を害して、下痢を起こす
場合がある

蒸発残留物の中でも溶
解性のものは基準値を
超した場合でも健康へ
の影響はほとんど問題
ない

カルシウム・マグネシウム・
ナトリウム・カリウム・ケイ
酸・塩化物等でほとんどが
地質に由来する

濁度のある水だと浮遊物
質と溶解物質との総和とな
り、透明な水だと溶解性物
質のみの量となる

軟水では腐食性が大きく、
非常な硬水は金属表面に
炭酸カルシウムの保護被
膜を形成するため腐食性
は小さいなど、水道施設の
維持管理上重要な項目で
ある

健康への影響はほとん
どないが味に影響する
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基準値 用途（汚染原因） 健康影響 除去法項目
活性炭・オゾン・生物処理

凝集沈殿処理

活性炭

活性炭・オゾン・生物処理

50

51

46

47

48

49

43

44

45

黄褐色類似の色は下水・
工場排水の混入・鉄やマ
ンガンイオンの酸化によっ
ても生じる

色度 5度以下

臭味に関係する生物は放
線菌と藻類

臭気 異常でないこと

天然水中の色度は主にフ
ミン質に由来する

臭味に影響を及ぼす化合
物としてはフミン質・親水
性の酸類・カルボン酸類・
酸ペプチド類やアミノ酸
類・炭水化物・炭化水素な
ど

エアレーション・アルカリ剤
の添加・かき殻（炭酸カル
シウム）ろ過酸性剤の添加

ｐH値 5.8以上8.6以下

味を感知させる化合物は
一般的に有機汚染物質よ
りもはるかに高濃度で水に
溶けている無機物である

味 異常でないこと

水質の変化・生物の繁殖
の消長・腐食性・水処理効
果への影響等に関与する

植物プランクトンが豊富だ
と光合成によりアルカリ性
が強く、湖の底層は呼吸な
どにより酸性が強くなる

ヒトの健康とｐH値との直
接的因果関係は確かめ
られていない

種々の有機化合物から構
成されており、これらの有
機化合物に含まれている
炭素量をいう

有機物（全有機
炭素（TOC)の
量）

3mg/L以下

消毒剤・防腐剤・合成樹
脂・爆薬・染料

フェノール類とは4-アミノア
ンチピリンにより呈色する
フェノール・クレゾール・ナ
フトール・カテコール等

合成洗剤・合成樹脂乳化
重合用乳化剤・浸透剤・可
溶化剤など
非イオン活性剤は泡立ち
が少なく他の活性剤の泡
を抑制する傾向がある

2-メチルイソボ
ルネオール

（1・2・7・7　テト
ラメチルビシクロ
ヘプタン-2-
オール）

非イオン界面活
性剤

0.02mg/L以下

（陰イオン界面活性剤はほ
とんどこの方法では除去さ
れない）

フェノール類
フェノールとして
0.005mg/L以下

（急速ろ過方式の処理では
除去は困難）

0.00001mg/L以
下

放線菌から分離したかび
臭物質で墨汁のようなにお
いを呈する
ある種の藍藻類と放線菌
が産出する

組織に対し著しい腐食
作用がある
皮膚・粘膜・胃腸から吸
収され中枢神経に毒作
用を及ぼす

経口毒性は一般に陰イ
オン界面活性剤に比べ
て低い

濁りは水の清濁・汚染状
態・水処理効果の判定等
の上で重要

緩速ろ過・凝集+沈殿・急
速ろ過・膜ろ過濁度 2度以下

凝集処理・活性炭吸着・オ
ゾン酸化・生物酸化・接触
ろ過
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（別紙５）

　・ 農薬検査について
　　年1回、年間を通して使用量が多い農薬及び有機肥料の主成分16項目について検査を行います。
　検査項目については、各地域によって栽培作物が違うため、使用する農薬・肥料等も異なります。
　そこで、沖永良部農業改良普及センター、知名町農林課、JA知名町購買課等から資料をとり、使用
　頻度の高い農薬・肥料等を選び、その中の16項目の成分について検査を行います。

さとうきび

ベンレートＴ水和剤 チウラム・ベノミル
アドバンテージ粒剤 カルボスルファン
スミチオン乳剤 ＭＥＰ
アージラン液剤 アシュラム
２－４D ジメチルアミン
プリグロックスＬ ジクワット・パラコート
コワーク乳剤 トリフルラリン
ラウンドアップハイロード グリホサートアンモニウム塩
カーメックス－Ｄ ＤＣＭＵ

野菜 ・ 果樹

フロンサイド水和剤 フルアジナム
リドミルＭＺ マンネブ ・ メタラキシル
モレスタン水和剤 キノキサリン系
ダコニール１０００ ＴＰＮ
ジマンダイセン水和剤 マンネブ
オーソサイド水和剤 キャプタン
トレボン乳剤 エトフェンプロックス
アドマイヤー水和剤 イミダクロプリド
アクタラ水和剤 チアメトキサム
ベジホン乳剤 ジメトエート・フェンバレレート
ＥＰＮ ＥＰＮ
ＤＤＶＰ乳剤 ＤＤＶＰ
カルホス乳剤 イソキサチオン
ランネート４５ＤＦ メソミル

花卉

トップジンＭ水和剤 チオファネートメチル
ポリオキシンＡＬ乳剤 ポリオキシン
ジメトエート粒剤 ジメトエート
トクチオン乳剤 プロチオホス
オルトラン水和剤 アセフェート
カスケード乳剤 フルフェノクスロン
ダイシストン粒剤 エチルチオメトン・ジスルホトン

　　令和７年度はアシュラム・フィプロニル・フルアジナム・ＭＥＰ・ＴＰＮ・ＤＣＭＵ・プロシミドン・
　キャプタン・メトリブジン・ベンフラカルブ・チオファネートメチル・パラコート・ジクワット・ＤＭＴＰ・
　メタラキシン・グリホサート以上の16項目について検査を行います。

殺虫剤

殺菌剤
殺菌剤
殺虫剤
殺虫剤
殺虫剤
殺虫剤

殺虫剤
殺虫剤
殺虫剤
殺虫剤
殺虫剤

農薬 ・ 肥料　名 成　　分　　名 種　　　類

殺菌剤
殺菌剤
殺菌剤
殺虫剤
殺虫剤
殺虫剤

農薬 ・ 肥料　名 成　　分　　名 種　　　類
殺菌剤
殺菌剤
殺菌剤

除草剤
除草剤
除草剤
除草剤
除草剤

土壌処理剤

農薬 ・ 肥料　名 成　　分　　名 種　　　類
殺菌剤
殺虫剤
殺虫剤
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